
令和６年度沼津市移住促進インターネット広告配信業務委託公募仕様書 

   

１ 業務の目的 

本業務は、本市への移住を促進することを目的とし、地方への移住や本市での暮らしに

興味がある首都圏在住の 20～40代の世代（ファミリー層）をターゲットに、インターネ

ット広告を活用して、ぬまづ暮らしの魅力や本市が出展する移住相談会、本市が実施する

移住関連施策等のＰＲを行うものである。 

 

２ 業務実施期間  

契約日から令和７年２月 28日まで 

 

３ 業務概要 

  本業務は、地方への移住や本市での暮らしに興味がある首都圏在住の 20～40代の世代

（ファミリー層）をターゲットに、本市が出展する移住相談会や移住関連施策等の情報に

ついて、インターネット上での広告配信を行うものである。 

 

４ 業務の内容 

次に掲げる事項を一体的に行うものとする。 

⑴  広告配信業務 

   

ア 広告配信 

   受 託 者 は 、 沼 津 市 移 住 ・ 定 住 ポ ー タ ル サ イ ト 「 ぬ ま づ 暮 ら し 」

(https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/iju)へ誘導するための広告を配信

する。配信のターゲットは、地方への移住や本市での暮らしに興味がある首都圏在住

の 20～40代の世代（ファミリー層）とし、セグメンテーションとターゲティングの

仮説を設定すること。また、配信に当たっては、バナーを使用した広告も可能である

が、その際のバナーの作成については、受託者が行うものとする。 

 イ 広告プラットフォーム 

   受託者は、少なくとも各 SNS 並びにリターゲティング広告及びリスティング広告

について検討し、対象市場及びターゲットへの到達確度の高いメディアを選択する

こととし、目的に応じた最適な配信方法を配信回数の目安とともに提案し、本市と協

議の上、決定する。広告プラットフォームについては、複数利用も可能とし、提案す

る広告プラットフォームについて、他のプラットフォームとの違いや優位性等、選択

した理由を説明できるものとすること。 

ウ 配信方法 

  受託者は、本業務の目的を達成できるような配信手法を提案し、本市と協議の上、 



決定する。 

エ 目標設定 

   受託者は、本業務における広告配信の目標となる項目等を本市と協議の上、設定す

ること。設定した目標値に達した場合も、予算の範囲内で事業効果の最大化を目指し

て業務を継続すること。 

⑵ 効果測定及び報告業務 

ア 受託者は、業務状況をモニタリングし、状況に応じて的確に対応すること。 

イ 受託者は、広告配信について、広告の表示回数、広告クリック数、Webサイト等の

閲覧回数、閲覧者の属性（性別、年齢、地域、特性等）を分析しながら、定期的に報

告するとともに、必要に応じてターゲティングの変更や絞り込み等の改善策を本市

と協議の上、実施すること。 

ウ 受託者は、来年度以降の運用を見据え、業務の効果を検証し、今後の改善策の提案

を行うこと。 

  エ 効果測定に係る広告タグを「静岡県沼津市移住・定住ポータルサイトぬまづ暮らし」

内にいれる必要がある場合、作業は沼津市役所にて行う。 

 

５ 実施体制 

⑴ 受託者は、本業務が計画的かつ円滑に遂行できるよう、誠意をもって業務に臨むこと。 

⑵ 本業務に関わるすべての者は、業務の趣旨を理解の上、従事の心構え、情報の収集等

業務遂行上必要な自己研鑽を行うこと。 

 ⑶ 受託者は、本事業を遂行するために必要な資材等を委託料の範囲内で調達する。 

⑷ 受託者は、本市及び関係者との定期的な打合せ会を設定するなど、随時情報交換を実

施するとともに、業務の遂行に関し、疑義が生じた場合には、本市の指示を受けるこ

と。 

⑸ 受託者は、本業務に係る実績報告として、実施状況等について、本市に対して毎月報

告を行うものとする。 

⑹ 受託者は、本業務に係る情報等の機密情報について、盗難、紛失、漏えい等の防止そ

の他適正な管理のために必要な措置を講じること。 

⑺ 受託者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を受託期間中及び業務委託終了後も

他に漏らしてはならない。 

 

６ 成果品等 

本業務完了報告書 １部 

（内容）業務実施記録、結果報告、分析結果、その他関係資料 

 

７ 業務実施上の注意点 



⑴ 再委託等の制限 

受託者は、業務の一部又は全部を第三者に委託し、又は請け負わせることができない

こととする。ただし、業務の実施に必要と認められる場合については、本市と協議した

上で、業務の一部を第三者に委託することができるものとする。 

⑵ 業務遂行上のトラブル 

業務遂行上、何らかのトラブルが発生した場合、受託者は本市と連携の上、速やかに

解決を図ることとする。 

 

８ その他 

本仕様書に記載されていない事項、又は本仕様書に疑義が生じた場合は、本市及び受託

者が協議の上、定めるものとする。 


